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産業厚生常任委員会（民生部所管）説明資料 

※説明資料のページは、案件＋担当ごとに付番しています。 

    
議案 

（新旧対照表等） 
頁 

 

１ 条例関係 

(1) 斜里町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

(2) 斜里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負

担に関する条例の一部を改正する条例について 
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（予算説明資料等） 
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２ 補正予算 

(1) 斜里町一般会計補正予算（第 3 回）について 

① 住民生活課所管分 

② 保健福祉課課所管分 

③ こども支援課所管分 

(2) 斜里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 回）について 

(3) 斜里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 回）について 
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３ 町政報告 

(1) 子育て世帯への臨時特別給付金事業について 
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４ その他 

(1) 介護認定者のサービス利用状況について（平成 4 年 5 月末現在） 

   

 

・・・ 

 

 

 資料 9  
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(2) 関係行事等 

① 常設保育園クラス別説明会（入園式中止） 

② へき地保育所クラス別説明会（入所式中止） 

③ 民生委員児童委員協議会総会 

④ 斜里地区保護司会総会 

⑤ 自治会長会議・連合会総会 

⑥ 斜里町日赤奉仕団総会 

⑦ 国民健康保険運営協議会 

⑧ 前浜清掃 

⑨ へき地保育所運動会 

⑩ 戦没者追悼式 

⑪ ふれあいタウン 2022 

                         

 

4/4（月）  双葉、はまなす 

4/5（火） ウトロ、中斜里 

4/13（水） ぽると２１ 

4/19（火） ぽると２１ 

5/28（土） （書面会議） 

5/31（火） （書面会議） 

6/3（金） 役場 

5/21（日）延期→6/25(土)予定 前浜 

5/21(日) ウトロ、6/26（日） 中斜里 

7/15（水） 式典中止（遺族へ供物発送のみ） 

8/7（日） 中止 
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斜里町国民健康保険条例の一部を改正する条例について

１ 条例改正の理由

１）令和４年度国民健康保険料率の改正

２）賦課限度額引き上げに伴う改正

２ 改正する条例

斜里町国民健康保険条例（昭和 34年条例第 5 号）

３ 主な改正内容

１）令和４年度国民健康保険料率の改正

資産割の賦課を廃止し、3方式による賦課とする。応能分は所得割のみとなる。

納付金算定に基づき応能応益割合を設定する。

（※応能＝所得割 応益＝均等割及び平等割）

区 分
令和３年度 令和４年度

賦課割合 料 率 賦課割合 料 率

医
療
分

応能
所得割 64 6.00％ 67 6.10％

資産割 3 15.00％ 廃止

応益
均等割 23 26,000 円 23 27,400 円

平等割 10 22,800 円 10 23,600 円

後
期
高
齢
者
分

応能
所得割 65 2.25％ 67 2.25％

資産割 3 5.50％ 廃止

応益
均等割 22 8,000 円 23 8,800 円

平等割 10 7,200 円 10 7,600 円

介
護
分

応能
所得割 74 1.25％ 77 1.30％

資産割 3 4.50％ 廃止

応益
均等割 16 7,200 円 16 8,000 円

平等割 7 4,200 円 7 4,800 円

２）賦課限度額引き上げ

国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、医療分の賦課限度額を令和 3 年度 63万円から令和

4 年度 65 万円（2 万円増）、後期分の賦課限度額を同様に 19万円から 20 万円（1万円増）に引

き上げる。

４ 施行期日

この条例は、公布の日から施行し、令和 4年 4月 1 日から適用する。

-資料１-
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斜里町国民健康保険条例の一部を改正する条例

斜里町国民健康保険条例（昭和 34 年条例第 5 号）の一部を次のように改正する。

第 11 条中「、資産割額」を削る。

第 13 条を次のように改める。

第 13 条 削除

第 14 条第 1 項の表を次のように改める。

基礎賦課総額 保険料率

区分 基礎賦課割

合相当額

算出の基礎 料率

応

能

所得割 100分の67 基礎賦課割合相当額を基礎控除後の総所得金額等

（国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号ただ

し書に規定する場合にあっては国民健康保険法施行

規則（昭和33年省令第53号）第32条の9に規定する

方法により補正された後の額とする。）の総額で除

して得た数

100分の6.10

応

益

被保険者

均等割

100分の23 基礎賦課割合相当額を当該年度の賦課期日におけ

る一般被保険者の数で除して得た額

被保険者1人

につき

27,400円

世帯別平

等割

100分の10 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れアからウまでに定めるところにより算定した額

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課

割合相当額を当該年度の賦課期日における一般

被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所

属者（法第6条第8号に該当したことにより被保

険者の資格を喪失した者であって、当該資格を

喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属

する者をいう。以下同じ。）と同一の世帯に属

する一般被保険者が属する世帯であって同日の

属する月（以下「特定月」という。）以降5年

を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に

他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定

１世帯につき

23,600円



- 3 -

世帯」という。）の数に2分の1を乗じて得た数

と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一

般被保険者が属する世帯であって特定月以降5

年を経過する月の翌月から特定月以降8年を経

過する月間の間にあるもの（当該世帯に他に被

保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世

帯」という。）の数に4分の1を乗じて得た数の

合計数を控除した数で除して得た額

イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した

額に2分の1を乗じて得た額

ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定

した額に4分の3を乗じて得た額

第 14 条の 2 中「、資産割額」を削る。

第 14 条の 4 を次のように改める。

第 14 条の 4 削除

第 14 条の 6 中「63 万円」を「65 万円」に改める。

第 14 条の 6 の 3 中「、資産割額」を削る。

第 14 条の 6 の 5 を次のように改める。

第 14 条の 6 の 5 削除

第 14 条 6 の 6 第 1 項の表を次のように改める。

後期高齢者支援金等賦課総額 保険料率

区分 後期高齢者支

援金等賦課割

合相当額

算出の基礎 料率

応

能

所得割 100分の67 後期高齢者支援金等賦課割合相当額を一般被

保険者に係る基礎控除後の総所得金額等（国民

健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし

書に規定する場合にあっては、国民健康保険法

施行規則第32条の9に規定する方法により補正

された後の金額とする。）の総額で除して得た

数

100分の2.25
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応

益

被保険者均

等割

100分の23 後期高齢者支援金等賦課割合相当額を当該年

度の賦課期日における一般被保険者の数で除し

て得た額

被保険者1人に

つき 8,800円

世帯別平等

割

100分の10 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれアからウまでに定めるところにより算定

した額

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 後期

高齢者支援金等賦課割合相当額を当該年度

の賦課期日における一般被保険者が属する

世帯の数から特定世帯の数に2分の1を乗

じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1

を乗じて得た数の合計数を控除した数で除

して得た額

イ 特定世帯 アに定めるところにより算定

した額に2分の1を乗じて得た額

ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより

算定した額に4分の3を乗じて得た額

１世帯につき

7,600円

第 14 条の 6 の 7 中「、資産割額」を削る。

第 14 条の 6 の 9 を次のように改める。

第 14 条の 6 の 9 削除

第 14 条の 6 の 12 中「19 万円」を「20 万円」に改める。

第 14 条の 8 中「、資産割額」を削る。

第 14 条の 10 を次のように改める。

第 14 条の 10 削除

第 14 条 11 第 1 項の表を次のように改める。

介護納付金賦課総額 保険料率

区分 介護納付金賦課

割合相当額

算出の基礎 料率

応

能

所得割 100分の77 介護納付金賦課割合相当額を介護納付金賦課

被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等（国

民健康保険法施行令第29条の7第4項第4号ただ

し書に規定する場合にあっては国民健康保険法

100分の1.30
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施行規則第32条の10に規定する方法により補

正された後の額とする。）の総額で除して得た

数

応

益

被保険者

均等割

100分の16 介護納付金賦課割合相当額を当該年度の賦課

期日における介護納付金賦課被保険者の数で除

して得た額

被保険者1人に

つき 8,000円

世帯別平

等割

100分の7 介護納付金賦課割合相当額を当該年度の賦課

期日における介護納付金賦課被保険者の属する

世帯の数で除して得た額

1世帯につき

4,800円

第 21 条第 1 項中「63 万円」を「65 万円」に改め、同条第 3 項中「19 万円」を「20

万円」に改め、同条第 3 項及び第 4 項中「63 万円」を「65 万円」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、公布の日から施行し、令和 4 年 4 月 1 日から適用する。

（経過措置）

第２条 この条例による改正後の斜里町国民健康保険条例の規定は、令和 4 年度以降

の年度分の保険料について適用し、令和 3 年度分までの保険料については、なお従

前のとおりとする。



- 6 -

- 6 -

斜里町国民健康保険条例新旧対照表

改正前 改正後

(一般被保険者に係る基礎賦課額) (一般被保険者に係る基礎賦課額)

第11条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課

額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得

割額、資産割額、及び被保険者均等割額の合算額の総額並

びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者

と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該

世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯

別平等割額)の合計額とする。

第11条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課

額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得

割額、及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世

帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保

険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般

被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)

の合計額とする。

(一般被保険者に係る基礎賦課額の資産割額の算定)

第13条 第11条の資産割額は、一般被保険者に係る当該年度

分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に

次条の資産割の保険料率を乗じて算定する。

第13条 削除

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率) (一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第14条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次の

とおりとする。

第14条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次の

とおりとする。
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基礎賦課総額 保険料率

区分 基礎賦課

割合相当

額

算出の基礎 料率

応

能

所得割 100分の6

4

基礎賦課割合相当額を基礎控除後の

総所得金額等(国民健康保険法施行令

第29条の7第2項第4号ただし書に規定

する場合にあっては国民健康保険法施

行規則(昭和33年省令第53号)第32条の

9に規定する方法により補正された後

の額とする。)の総額で除して得た数

100分の6.

00

資産割 100分の3 基礎賦課割合相当額を第13条に規

定する固定資産税額(国民健康保険法

施行令第29条の7第2項第7号ただし書

に規定する場合にあっては、国民健康

保険法施行規則第32条の9に規定する

方法により補正された後の額とする。)

の総額で除して得た数

100分の1

5.00

応

益

被保険

者均等

割

100分の2

3

基礎賦課割合相当額を当該年度の賦

課期日における一般被保険者の数で除

して得た額

被保険者1

人につき

26,000

円

世帯別

平等割

100分の1

0

アからウまでに掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれアからウまでに定める

1世帯につ

き 22,80

ところにより算定した額

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世

0円

基礎賦課総額 保険料率

区分 基礎賦課

割合相当

額

算出の基礎 料率

応

能

所得割 100分の6

7

基礎賦課割合相当額を基礎控除後の

総所得金額等(国民健康保険法施行令

第29条の7第2項第4号ただし書に規定

する場合にあっては国民健康保険法施

行規則(昭和33年省令第53号)第32条の

9に規定する方法により補正された後

の額とする。)の総額で除して得た数

100分の6.

10

応

益

被保険

者均等

割

100分の2

3

基礎賦課割合相当額を当該年度の賦

課期日における一般被保険者の数で除

して得た額

被保険者1

人につき

27,400

円

世帯別

平等割

100分の1

0

アからウまでに掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれアからウまでに定める

1世帯につ

き 23,60

ところにより算定した額

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世

0円
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帯 基礎賦課割合相当額を当該年

度の賦課期日における一般被保険

者が属する世帯の数から特定同一

世帯所属者(法第6条第8号に該当

したことにより被保険者の資格を

喪失した者であって、当該資格を

喪失した日の前日以後継続して同

一の世帯に属する者をいう。以下

同じ。)と同一の世帯に属する一般

被保険者が属する世帯であって同

日の属する月(以下「特定月」とい

う。)以降5年を経過する月までの

間にあるもの(当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。以下

「特定世帯」という。)の数に2分

の1を乗じて得た数と特定同一世

帯所属者と同一の世帯に属する一

般被保険者が属する世帯であって

特定月以降5年を経過する月の翌

月から特定月以降8年を経過する

月間の間にあるもの(当該世帯に

他に被保険者がいない場合に限

る。以下「特定継続世帯」という。)

の数に4分の1を乗じて得た数の合

計数を控除した数で除して得た額

イ 特定世帯 アに定めるところに

帯 基礎賦課割合相当額を当該年

度の賦課期日における一般被保険

者が属する世帯の数から特定同一

世帯所属者(法第6条第8号に該当

したことにより被保険者の資格を

喪失した者であって、当該資格を

喪失した日の前日以後継続して同

一の世帯に属する者をいう。以下

同じ。)と同一の世帯に属する一般

被保険者が属する世帯であって同

日の属する月(以下「特定月」とい

う。)以降5年を経過する月までの

間にあるもの(当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。以下

「特定世帯」という。)の数に2分

の1を乗じて得た数と特定同一世

帯所属者と同一の世帯に属する一

般被保険者が属する世帯であって

特定月以降5年を経過する月の翌

月から特定月以降8年を経過する

月間の間にあるもの(当該世帯に

他に被保険者がいない場合に限

る。以下「特定継続世帯」という。)

の数に4分の1を乗じて得た数の合

計数を控除した数で除して得た額

イ 特定世帯 アに定めるところに



- 9 -

- 9 -

より算定した額に2分の1を乗じて

得た額

ウ 特定継続世帯 アに定めるとこ

ろにより算定した額に4分の3を乗

じて得た額

より算定した額に2分の1を乗じて

得た額

ウ 特定継続世帯 アに定めるとこ

ろにより算定した額に4分の3を乗じ

て得た額

2 省略 2 省略

(退職被保険者等に係る基礎賦課額) (退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第14条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基

礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定

した所得割額、資産割額及び被保険者均等割額の合算額の

総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計

額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属す

る場合には、所得割額、資産割額及び被保険者均等割額の

合算額の総額)とする。

第14条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基

礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定

した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに

当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被

保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合に

は、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とす

る。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の資産割額の算定)

第14条の4 第14条の2の資産割額は、退職被保険者等に係る

当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部

分の額に第14条の資産割の保険料率を乗じて算定する。

第14条の4 削除
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(基礎賦課限度額) (基礎賦課限度額)

第14条の6 第11条又は第14条の2の基礎賦課額(一般被保険

者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第11

条の基礎賦課額と第14条の2の基礎賦課額との合算額をい

う。第18条及び第21条において同じ。)は、63万円を超える

ことができない。

第14条の6 第11条又は第14条の2の基礎賦課額(一般被保険

者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第11

条の基礎賦課額と第14条の2の基礎賦課額との合算額をい

う。第18条及び第21条において同じ。)は、65万円を超える

ことができない。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額) (一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第14条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦

課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所

得割額、資産割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並

びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険

者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当

該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世

帯別平等割額)の合計額とする。

第14条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦

課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所

得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世

帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被

保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一

般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割

額)の合計額とする。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の資産割額

の算定)

第14条の6の5 第14条の6の3の資産割額は、一般被保険者に

係る当該年度分の土地及び家屋に係る固定資産税額に、次

第14条の6の5 削除
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条の資産割の保険料率を乗じて算定する。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料

率)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料

率)

第14条の6の6 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

額の保険料率は、次のとおりとする。

第14条の6の6 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

額の保険料率は、次のとおりとする。

後期高齢者支援金等

賦課総額

保険料率

区分 後期高齢

者支援金

等賦課割

合相当額

算出の基礎 料率

応

能

所得割 100分の65 後期高齢者支援金等賦課割合相

当額を一般被保険者に係る基礎控

除後の総所得金額等(国民健康保険

法施行令第29条の7第3項第4号た

だし書に規定する場合にあって

は、国民健康保険法施行規則第32

条の9に規定する方法により補正

された後の金額とする。)の総額で

除して得た数

100分の2.2

5

資産割 100分の3 後期高齢者支援金等賦課割合相

当額を一般被保険者に係る固定資

産税額(土地及び家屋に係る固定資

100分の5.5

0

後期高齢者支援金等

賦課総額

保険料率

区分 後期高齢

者支援金

等賦課割

合相当額

算出の基礎 料率

応

能

所得割 100分の67 後期高齢者支援金等賦課割合相

当額を一般被保険者に係る基礎控

除後の総所得金額等(国民健康保険

法施行令第29条の7第3項第4号た

だし書に規定する場合にあって

は、国民健康保険法施行規則第32

条の9に規定する方法により補正

された後の金額とする。)の総額で

除して得た数

100分の2.2

5
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産税額)(国民健康保険法施行令第2

9条の7第3項第6号ただし書に規定

する場合にあっては、国民健康保

険法施行規則第32条の9に規定す

る方法により補正された後の金額

とする。)の総額で除して得た数

応

益

被保険

者均等

割

100分の22 後期高齢者支援金等賦課割合相

当額を当該年度の賦課期日におけ

る一般被保険者の数で除して得た

額

被保険者1

人につき

8,000円

世帯別

平等割

100分の10 アからウまでに掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれアからウまで

に定めるところにより算定した額

ア イ又はウに掲げる世帯以外

の世帯 後期高齢者支援金等

賦課割合相当額を当該年度の

賦課期日における一般被保険

者が属する世帯の数から特定

世帯の数に2分の1を乗じて得

た数と特定継続世帯の数に4分

の1を乗じて得た数の合計数を

控除した数で除して得た額

イ 特定世帯 アに定めるとこ

ろにより算定した額に2分の1

を乗じて得た額

ウ 特定継続世帯 アに定める

1世帯につ

き 7,200

円

被保険

者均等

割

100分の23 後期高齢者支援金等賦課割合相

当額を当該年度の賦課期日におけ

る一般被保険者の数で除して得た

額

被保険者1

人につき

8,800円

応

益

世帯別

平等割

100分の10 アからウまでに掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれアからウまで

に定めるところにより算定した額

ア イ又はウに掲げる世帯以外

の世帯 後期高齢者支援金等

賦課割合相当額を当該年度の

賦課期日における一般被保険

者が属する世帯の数から特定

世帯の数に2分の1を乗じて得

た数と特定継続世帯の数に4分

の1を乗じて得た数の合計数を

控除した数で除して得た額

イ 特定世帯 アに定めるとこ

ろにより算定した額に2分の1

を乗じて得た額

ウ 特定継続世帯 アに定める

1世帯につ

き 7,600

円
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ところにより算定した額に4の

分3を乗じて得た額

ところにより算定した額に4

分の3を乗じて得た額

2 省略 2 省略

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額) (退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第14条の6の7 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る

後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保

険者等につき算定した所得割額、資産割額及び被保険者均

等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯

別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが

同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額及び被

保険者均等割額の合算額の総額)とする。

第14条の6の7 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る

後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保

険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合

算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額

の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯

に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算

額の総額)とする。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の資産割

額の算定)

第14条の6の9 第14条の6の7の資産割額は、退職被保険者等

に係る当該年度分の固定資産税額(土地及び家屋に係る固

定資産税額)に、第14条の6の6の資産割の保険料率を乗じて

算定する。

第14条の6の9 削除

(後期高齢者支援金等賦課限度額) (後期高齢者支援金等賦課限度額)
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第14条の6の12 第14条の6の3又は第14条の6の7の後期高齢 第14条の6の12 第14条の6の3又は第14条の6の7の後期高齢

者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一

の世帯に属する場合には、第14条の6の3の後期高齢者支援

金等賦課額と第14条の6の7の後期高齢者支援金等賦課額と

の合算額をいう。第18条及び第21条において同じ。)は、19

万円を超えることができない。

者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一

の世帯に属する場合には、第14条の6の3の後期高齢者支援

金等賦課額と第14条の6の7の後期高齢者支援金等賦課額と

の合算額をいう。第18条及び第21条において同じ。)は、20

万円を超えることができない。

(介護納付金賦課額) (介護納付金賦課額)

第14条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該

世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得

割額、資産割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並び

に当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とす

る。

第14条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該

世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得

割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯

につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(介護納付金賦課額の資産割額の算定)

第14条の10 第14条の8の資産割額は、介護納付金賦課被保

険者に係る当該年度分の土地及び家屋に係る固定資産税額

に、第14条の11の資産割の保険料率を乗じて算定する。

第14条の10 削除

(介護納付金賦課額の保険料率) (介護納付金賦課額の保険料率)
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第14条の11 介護納付金賦課額被保険者に係る介護納付金賦

課額の保険料率は、次のとおりとする。

第14条の11 介護納付金賦課額被保険者に係る介護納付金賦

課額の保険料率は、次のとおりとする。

介護納付金賦課総額 保険料率

区分 介護納付金

賦課割合相

当額

算出の基礎 料率

応

能

所得割 100分の74 介護納付金賦課割合相当額を介

護納付金賦課被保険者に係る基礎

控除後の総所得金額等(国民健康保

険法施行令第29条の7第4項第4号

ただし書に規定する場合にあって

は国民健康保険法施行規則第32条

の10に規定する方法により補正さ

れた後の額とする。)の総額で除し

て得た数

100分の1.2

5

資産割 100分の3 介護納付金賦課割合相当額を介

護納付金賦課被保険者に係る第14

条の10に規定する固定資産税額(国

民健康保険法施行令第29条の7第4

項第6号ただし書に規定する場合

にあっては、国民健康保険法施行

規則第32条の10に規定する方法に

より補正された後の額とする。)の

総額で除して得た数

100分の4.5

0

介護納付金賦課総額 保険料率

区分 介護納付金

賦課割合相

当額

算出の基礎 料率

応

能

所得割 100分の77 介護納付金賦課割合相当額を介

護納付金賦課被保険者に係る基礎

控除後の総所得金額等(国民健康保

険法施行令第29条の7第4項第4号

ただし書に規定する場合にあって

は国民健康保険法施行規則第32条

の10に規定する方法により補正さ

れた後の額とする。)の総額で除し

て得た数

100分の1.3

0
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応

益

被保険

者均等

100分の16 介護納付金賦課割合相当額を当

該年度の賦課期日における介護納

被保険者1

人につき

割 付金賦課被保険者の数で除して

得た額

7,200円

世帯別

平等割

100分の7 介護納付金賦課割合相当額を当

該年度の賦課期日における介護納

付金賦課被保険者の属する世帯の

数で除して得た額

1世帯につ

き 4,200

円

応

益

被保険

者均等

100分の16 介護納付金賦課割合相当額を当

該年度の賦課期日における介護納

被保険者1

人につき

割 付金賦課被保険者の数で除して

得た額

8,000円

世帯別

平等割

100分の7 介護納付金賦課割合相当額を当

該年度の賦課期日における介護納

付金賦課被保険者の属する世帯の

数で除して得た額

1世帯につ

き 4,800

円

2 省略 2 省略

第21条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険

料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条又は第14条の2の基

礎賦課額からそれぞれ当該各号に定める額を減額して得た

額(当該減額して得た額が63万円を超える場合には63万円)

とする。

第21条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険

料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条又は第14条の2の基

礎賦課額からそれぞれ当該各号に定める額を減額して得た

額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には65万円)

とする。

(1)～(3) 省略 (1)～(3) 省略

2 省略 2 省略

3 第1項及び第2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減

額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦

課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第1

1条又は第14条の2」とあるのは「第14条の6の3又は第14条

3 第1項及び第2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減

額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課

額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条

又は第14条の2」とあるのは「第14条の6の3又は第14条
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の6の7」と、「63万円」とあるのは「19万円」と読み替え

るものとする。

の6の7」と、「65万円」とあるのは「20万円」と読み替え

るものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額につい

て準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」と

あるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条又は第14条の2」

とあるのは「第14条の8」と、「63万円」とあるのは「17

万円」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額につい

て準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」と

あるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条又は第14条の2」

とあるのは「第14条の8」と、「65万円」とあるのは「17

万円」と読み替えるものとする。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日か

ら適用する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の斜里町国民健康保険条例の

規定は、令和4年度以降の年度分の保険料について適用し、

令和3年度分までの保険料については、なお従前のとおりと

する。
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現行予算額 決　算　額 比　　　較 現行予算額 決　算　額 比　　　較

現年度　保険料 380,173,000 380,875,438 702,438 10,815,000 10,543,712 271,288

滞納繰越保険料 3,189,000 3,220,834 31,834 616,000 602,392 13,608

後期高齢者支援金 123,640,000 123,697,653 57,653 998,000 801,870 196,130

滞納繰越保険料 1,103,000 1,128,835 25,835 206,000 117,600 88,400

現年度介護納付金 51,778,000 52,288,155 510,155 12,635,000 12,065,574 569,426

滞納繰越介護納付金 332,000 356,905 24,905 886,733,000 827,349,027 59,383,973

560,215,000 561,567,820 1,352,820 6,653,000 4,772,059 1,880,941

1,028,764,000 954,707,548 △ 74,056,452 893,386,000 832,121,086 61,264,914

45,033,000 43,496,000 △ 1,537,000 121,706,000 112,743,186 8,962,814

1,073,797,000 998,203,548 △ 75,593,452 100,000 35,805 64,195

1,000 0 △ 1,000 200,000 0 200,000

1,073,798,000 998,203,548 △ 75,594,452 122,006,000 112,778,991 9,227,009

87,344,000 85,046,233 △ 2,297,767 1,015,392,000 944,900,077 70,491,923

50,000,000 50,000,000 0 10,506,000 7,547,360 2,958,640

137,344,000 135,046,233 △ 2,297,767 900,000 840,000 60,000

9,135,000 9,135,480 480 1,000,000 0 1,000,000

1,002,000 932,535 △ 69,465 12,406,000 8,387,360 4,018,640

補助金 1,312,000 1,312,000 0 2,166,000 2,057,001 108,999

1,782,806,000 1,706,197,616 △ 76,608,384 1,029,964,000 955,344,438 74,619,562

485,225,000 485,225,000 0

480,000 480,000 0

149,506,000 149,506,000 0

56,925,000 56,925,000 0

692,136,000 692,136,000 0

1,000 40 960

1,000 807 193

18,022,000 17,013,684 1,008,316

2,715,000 2,392,786 322,214

16,893,000 16,893,000 0

9,439,000 8,635,962 803,038

1,000,000 0 1,000,000

1,782,806,000 1,704,482,291 78,323,709

歳　　　出 繰越金

－ 1,704,482,291円 1,715,325円

繰　　越　　金

その他の収入

保
険
給
付
費 出産育児一時金

傷病手当金

計

普通交付金

特別交付金

審査支払手数料

歳　　　　出　　　　合　　　　計

歳　　　入

1,706,197,616円

道
支
出
金

補
助
金

備　考

積　　立　　金

特定健康診査等事業費

歳　　　　入　　　　合　　　　計

繰入金 基金繰入金

計

国庫支出金 災害臨時特例補助金

備　考

一般管理費

保健事業費

小　　計

諸　支　出　金

科　　　　　　　　　　目

計

一般会計繰入金

保
険
料

徴収事業費

（単位：円）

高額療養費

療養給付費

歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出

科　　　　　　　　　　目

高額介護合算療養費

小　　　　　計

賦課事業費

療　養　費

葬　　祭　　費

計

財政安定化基金交付金

総
務
費

そ
の
他

小　　　　　計

計

小　　　　　計

一
般
保
険
者
分

財政安定化基金拠出金

介護納付金分

計

一般被保険者後期支援金分

事
業
費
納
付
金

退職被保険者医療分

一般分

計

歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

予　　備　　費

一般被保険者医療分

令和３年度　斜里町国民健康保険事業特別会計決算見込（総括表）

共同事業拠出金

移　送　費

運営協議会費
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現行予算額 補正後予算額 比　　　較 現行予算額 補正後予算額 比　　　較

420,647 388,296 △ 32,351 11,134 12,683 1,549

1,266 923 △ 343 626 626 0

132,567 126,293 △ 6,274 1,169 1,169 0

426 342 △ 84 234 234 0

55,229 54,456 △ 773 13,163 14,712 1,549

151 92 △ 59 878,666 858,868 △ 19,798

610,286 570,402 △ 39,884 6,784 6,784 0

1,013,512 992,120 △ 21,392 885,450 865,652 △ 19,798

46,200 47,400 1,200 116,537 114,943 △ 1,594

1,059,712 1,039,520 △ 20,192 300 300 0

1 1 0 200 200 0

1,059,713 1,039,521 △ 20,192 117,037 115,443 △ 1,594

86,357 87,389 1,032 1,002,487 981,095 △ 21,392

1,300 33,100 31,800 8,405 8,405 0

87,657 120,489 32,832 720 720 0

1 1,715 1,714 1,000 1,000 0

893 893 0 10,125 10,125 0

1,758,550 1,733,020 △ 25,530 2,100 2,100 0

1,014,712 993,320 △ 21,392

482,792 475,438 △ 7,354

150,308 148,610 △ 1,698

60,251 59,722 △ 529

693,351 683,770 △ 9,581

1 1 0

1 1 0

22,512 22,512 0

2,806 2,806 0

575 575 0

9,428 9,428 0

1,001 4,895 3,894

10,429 14,323 3,894

1,000 1,000 0

1,758,550 1,733,020 △ 25,530

計

一般分

一
般
分

賦課事業費

保
険
給
付
費

療　養　費

計

審査支払手数料

そ
の
他

小　　　　　計

（単位：千円）

歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

滞納繰越後期高齢者支援金

歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出

科　　　　　　　　　　目科　　　　　　　　　　目

一般管理費現年度　保険料

滞納繰越保険料

後期高齢者支援金

葬　祭　費

備　考

運営協議会費

備　考

介護納付金分

計

傷病手当金

高額介護合算療養費

移　送　費

小　　　　　計

出産育児一時金

保
険
料

滞納繰越介護納付金

総
務
費

計

高額療養費

計

徴収事業費

療養給付費

計

一般被保険者後期支援金分

事
業
費
納
付
金

歳　　　　出　　　　合　　　　計

基金繰入金

計

財政安定化基金交付金

病院事業会計繰出金

償　　還　　金諸支出金

一般被保険者医療分

計

予　　備　　費

共同事業拠出金

財政安定化基金拠出金

特定健康診査等事業費

保健事業費

積　　立　　金

計

歳　　　　入　　　　合　　　　計

繰　　越　　金

令和４年度　斜里町国民健康保険事業特別会計６月補正予算（総括表）

現年度介護納付金

その他の収入

道
支
出
金

補
助
金

繰　入　金

普通交付金

特別交付金

小　　計

一般会計
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国民健康保険料試算状況（医療分）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 標準保険料率

405,163千円 432,335千円 425,494千円 448,017千円

15,000千円 20,000千円 0千円 40,000千円 0千円 25,000千円

繰越金 (15,000千円) (0千円) (0千円) (0千円) (0千円) (0千円)

基金繰入 (0千円) (20,000千円) (0千円) (40,000千円) (0千円) (25,000千円)

390,163千円 412,335千円 425,494千円 408,017千円 439,424千円 414,424千円

応能 55 55 55（所49：資6） 67（所64：資3）

応益 45 45 45 33（均23：平10）

所得算出額 9,125,222千円 8,734,605千円 8,233,204千円 6,579,535千円

資産算出額 90,397千円 91,752千円 91,562千円 86,434千円

人数 4,208人 4,064人 3,920人 3,836人

世帯数 2,063世帯 1,999世帯 1,967世帯 1,939世帯

所得割 2.90% 3.20% 3.60% 6.00% 7.20% 6.10% 8.41%

資産割 47.50% 47.50% 33.00% 15.00% 0.00% 0.00% 0.00%

均等割（人） 30,000円 32,400円 36,400円 26,000円 28,600円 27,400円 27,168円

平等割（世帯） 25,200円 27,600円 30,400円 22,800円 25,400円 23,600円 27,644円

580千円 610千円 630千円 630千円

228世帯 244世帯 255世帯 295世帯 361世帯 322世帯

997世帯 939世帯 923世帯 859世帯

（7・5・2割） （7・5・2割） （7・5・2割） （7・5・2割）

世帯当たり 183,737円 196,407円 205,854円 207,351円 227,661円 215,019円

1人当たり 90,078円 96,609円 103,294円 104,810円 117,308円 110,794円

限度額改正（580千円） 限度額改正（610千円） 限度額改正（630千円） 限度額据え置き（630千円）

収納率98.0％ 収納率98.0％ 収納率98.0％ 収納率98.0％

区分

保険料に求める額

軽減額

合計

内訳

差引保険料に求める額

賦課割合

料率

賦課限度額

算定の基礎
となる額

限度額超過世帯

保険基盤安定軽減世帯

平均保険料

備考

未就学児軽減（R4～）

令和4年度（試算）

439,424千円

67（所67）

33（均23：平10）

7,122,779千円

限度額改正（650千円）

収納率98.0％

650千円

869世帯

（7・5・2割）

98世帯

130人

3,666人

1,889世帯
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国民健康保険料試算状況（支援分）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 標準保険料率

129,110千円 129,888千円 143,222千円 141,909千円

0千円 0千円 0千円 10,000千円 0千円 5,000千円

繰越金 (0千円) (0千円) (0千円) (0千円) (0千円) (0千円)

基金繰入 (0千円) (0千円) (0千円) (10,000千円) (0千円) (5,000千円)

129,110千円 129,888千円 143,222千円 131,909千円 139,847千円 134,847千円

応能 55 55 55（所49：資6） 68（所65：資3）

応益 45 45 45 32（均22：平10）

所得算出額 9,125,222千円 8,734,605千円 8,233,204千円 6,579,535千円

資産算出額 90,397千円 91,752千円 91,562千円 86,434千円

人数 4,208人 4,064人 3,920人 3,836人

世帯数 2,063世帯 1,999世帯 1,967世帯 1,939世帯

所得割 0.90% 0.95% 1.50% 2.25% 2.45% 2.25% 2.61%

資産割 15.00% 14.50% 12.00% 5.50% 0.00% 0.00% 0.00%

均等割（人） 10,400円 10,800円 12,200円 8,000円 9,200円 8,800円 8,595円

平等割（世帯） 8,800円 9,200円 10,400円 7,200円 8,200円 7,600円 8,745円

190千円 190千円 190千円 190千円

224世帯 233世帯 361世帯 348世帯 386世帯 362世帯

997世帯 939世帯 923世帯 859世帯

（7・5・2割） （7・5・2割） （7・5・2割） （7・5・2割）

世帯当たり 60,168円 61,488円 69,421円 67,453円 72,570円 70,213円

1人当たり 29,497円 30,245円 34,834円 34,095円 37,393円 36,179円

限度額据え置き（190千円） 限度額据え置き（190千円） 限度額据え置き（190千円） 限度額据え置き（190千円）

収納率98.0％ 収納率98.0％ 収納率98.0％ 収納率98.0％
備考

差引保険料に求める額

賦課割合

算定の基礎
となる額

区分

保険料に求める額

軽減額

合計

内訳

料率

賦課限度額

限度額超過世帯

保険基盤安定軽減世帯

平均保険料

未就学児軽減（R4～）

令和4年度（試算）

139,847千円

67（所67）

33（均23：平10）

7,122,779千円

（7・5・2割）

限度額改正（200千円）

収納率98.0％

3,666人

1,889世帯

200千円

869世帯

98世帯

130人
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国民健康保険料試算状況（介護分）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度（試算） 標準保険料率

54,398千円 51,336千円 57,425千円 55,768千円 56,893千円

0千円 0千円 0千円 0千円 0千円

繰越金 (0千円) (0千円) (0千円) (0千円) (0千円)

基金繰入 (0千円) (0千円) (0千円) (0千円) (0千円)

54,398千円 51,336千円 57,425千円 55,768千円 56,893千円

応能 55 55 55（所49：資6） 77（所74：資3） 77（所77）

応益 45 45 45 23（均16：平7） 23（均16：平7）

所得算出額 5,628,845千円 5,547,930千円 5,205,398千円 4,047,195千円 4,460,537千円

資産算出額 43,897千円 44,748千円 43,835千円 40,066千円

人数 1,429人 1,367人 1,297人 1,281人 1,216人

世帯数 1,043世帯 1,007世帯 949世帯 943世帯 898世帯

所得割 0.55% 0.50% 0.65% 1.25% 1.30% 1.55%

資産割 12.00% 11.00% 8.50% 4.50% 0.00% 0.00%

均等割（人） 12,800円 12,400円 14,800円 7,200円 8,000円 7,037円

平等割（世帯） 7,200円 6,800円 8,000円 4,200円 4,800円 5,462円

160千円 160千円 170千円 170千円 170千円

67世帯 53世帯 64世帯 122世帯 168世帯

355世帯 355世帯 321世帯 315世帯 284世帯

（7・5・2割） （7・5・2割） （7・5・2割） （7・5・2割） （7・5・2割）

世帯当たり 51,934円 49,590円 59,161円 58,333円 63,865円

1人当たり 37,906円 36,530円 43,287円 42,941円 47,163円

限度額据え置き（160千円） 限度額据え置き（160千円） 限度額改正（170千円） 限度額据え置き（170千円） 限度額据え置き（170千円）

収納率98.0％ 収納率98.0％ 収納率98.0％ 収納率98.0％ 収納率98.0％

差引保険料に求める額

賦課割合

算定の基礎
と な る 額

料率

区分

保険料に求める額

軽減額

合計

内訳

賦課限度額

限度額超過世帯

保険基盤安定軽減世帯

平均保険料

備考
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国民健康保険料試算状況（３区分合計）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 標準保険料率

588,671千円 613,559千円 626,141千円 645,694千円

15,000千円 20,000千円 0千円 50,000千円 0千円 30,000千円

繰越金 (15,000千円) (0千円) (0千円) (0千円) (0千円) (0千円)

基金繰入 (0千円) (20,000千円) (0千円) (50,000千円) (0千円) (30,000千円)

573,671千円 593,559千円 626,141千円 595,694千円 636,164千円 606,164千円

応能 55 55 55（所49：資6）

応益 45 45 45

所得算出額 9,125,222千円 8,734,605千円 8,233,204千円 6,579,535千円

資産算出額 90,397千円 91,752千円 91,562千円 86,434千円

人数 4,208人 4,064人 3,920人 3,836人

世帯数 2,063世帯 1,999世帯 1,967世帯 1,939世帯

所得割 4.35% 4.65% 5.75% 9.50% 10.95% 9.65% 12.57%

資産割 74.50% 73.00% 53.50% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00%

均等割（人） 53,200円 55,600円 63,400円 41,200円 45,800円 44,200円 42,800円

平等割（世帯） 41,200円 43,600円 48,800円 34,200円 38,400円 36,000円 41,851円

930千円 960千円 990千円 990千円

997世帯 939世帯 923世帯 859世帯

（7・5・2割） （7・5・2割） （7・5・2割） （7・5・2割）

世帯当たり 295,839円 307,485円 334,436円 333,137円 364,096円 349,097円

1人当たり 157,481円 163,384円 181,415円 181,846円 201,864円 194,136円

限度額改正（930千円） 限度額改正（960千円） 限度額改正（990千円） 限度額改正（990千円）

収納率98.0％ 収納率98.0％ 収納率98.0％ 収納率98.0％ 収納率98.0％

平均保険料

備考
限度額改正（1,020千円）

未就学児軽減（R4～）
98世帯

130人

医療67：33
後期67：33
介護77：23

（7・5・2割）

3,666人

1,889世帯

1,020千円

869世帯

賦課割合

算定の基礎
と な る 額

料率

賦課限度額

保険基盤安定軽減世帯

区分

保険料に求める額

令和4年度（試算）

636,164千円

7,122,779千円

軽減額

合計

内訳

医療67：33
後期68：32
介護77：23

差引保険料に求める額

医療67：33
後期67：33
介護77：23
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単位：円 （○内は軽減割合 上段：改正前 下段：改正後）

⑦ 19,200 ⑦ 29,400 ⑦ 39,600 ⑦ 49,800 ⑦ 60,000 ⑦ 70,200 ⑦ 3,400 ⑦ 5,500
⑦ 20,200 ⑦ 31,000 ⑦ 41,900 ⑦ 52,800 ⑦ 63,600 ⑦ 74,500 ⑦ 3,800 ⑦ 6,200

1,000 1,600 2,300 3,000 3,600 4,300 400 700
5.21% 5.44% 5.81% 6.02% 6.00% 6.13% 11.76% 12.73%

⑦ 19,200 ⑦ 29,400 ⑦ 39,600 ⑦ 49,800 ⑦ 60,000 ⑦ 70,200 ⑦ 3,400 ⑦ 5,500
⑦ 20,200 ⑦ 31,000 ⑦ 41,900 ⑦ 52,800 ⑦ 63,600 ⑦ 74,500 ⑦ 3,800 ⑦ 6,200

1,000 1,600 2,300 3,000 3,600 4,300 400 700
5.21% 5.44% 5.81% 6.02% 6.00% 6.13% 11.76% 12.73%

⑤ 32,000 ⑤ 49,000 ⑤ 66,000 ⑤ 83,000 ⑤ 100,000 ⑤ 117,000 ⑤ 5,700 ⑤ 9,300
⑤ 33,700 ⑤ 51,800 ⑤ 69,900 ⑤ 88,000 ⑤ 106,100 ⑤ 124,200 ⑤ 6,400 ⑤ 10,400

1,700 2,800 3,900 5,000 6,100 7,200 700 1,100
5.31% 5.71% 5.91% 6.02% 6.10% 6.15% 12.28% 11.83%

110,200 ⑤ 95,200 ⑤ 112,200 ⑤ 129,200 ⑤ 146,200 ⑤ 163,200 18,400 ⑤ 16,300
114,100 ⑤ 98,500 ⑤ 116,600 ⑤ 134,700 ⑤ 152,800 ⑤ 170,900 20,000 ⑤ 17,600
3,900 3,300 4,400 5,500 6,600 7,700 1,600 1,300
3.54% 3.47% 3.92% 4.26% 4.51% 4.72% 8.70% 7.98%

126,700 ② 141,100 ⑤ 128,700 ⑤ 145,700 ⑤ 162,700 ⑤ 179,700 20,900 ② 24,300
130,800 ② 146,300 ⑤ 133,300 ⑤ 151,400 ⑤ 169,500 ⑤ 187,600 22,600 ② 26,500
4,100 5,200 4,600 5,700 6,800 7,900 1,700 2,200
3.24% 3.69% 3.57% 3.91% 4.18% 4.40% 8.13% 9.05%

148,100 ② 162,500 ② 189,700 ⑤ 167,100 ⑤ 184,100 ⑤ 201,100 24,100 ② 27,600
152,500 ② 168,000 ② 197,000 ⑤ 173,100 ⑤ 191,200 ⑤ 209,300 26,000 ② 29,900
4,400 5,500 7,300 6,000 7,100 8,200 1,900 2,300
2.97% 3.38% 3.85% 3.59% 3.86% 4.08% 7.88% 8.33%

160,500 194,500 ② 202,100 ② 229,300 ⑤ 196,500 ⑤ 213,500 26,000 33,200
165,000 201,200 ② 209,500 ② 238,400 ⑤ 203,700 ⑤ 221,800 28,000 36,000
4,500 6,700 7,400 9,100 7,200 8,300 2,000 2,800
2.80% 3.44% 3.66% 3.97% 3.66% 3.89% 7.69% 8.43%

181,100 215,100 ② 222,700 ② 249,900 ② 277,100 ⑤ 234,100 29,100 36,300
185,900 222,100 ② 230,400 ② 259,300 ② 288,300 ⑤ 242,700 31,200 39,200
4,800 7,000 7,700 9,400 11,200 8,600 2,100 2,900
2.65% 3.25% 3.46% 3.76% 4.04% 3.67% 7.22% 7.99%

201,700 235,700 269,700 ② 270,500 ② 297,700 ② 324,900 32,200 39,400
206,800 243,000 279,200 ② 280,200 ② 309,200 ② 338,100 34,500 42,500
5,100 7,300 9,500 9,700 11,500 13,200 2,300 3,100
2.53% 3.10% 3.52% 3.59% 3.86% 4.06% 7.14% 7.87%

243,000 277,000 311,000 345,000 ② 339,000 ② 366,200 38,500 45,700
248,500 284,700 320,900 357,100 ② 350,900 ② 379,900 41,000 49,000
5,500 7,700 9,900 12,100 11,900 13,700 2,500 3,300
2.26% 2.78% 3.18% 3.51% 3.51% 3.74% 6.49% 7.22%

284,200 318,200 352,200 386,200 420,200 ② 407,400 44,700 51,900
290,300 326,500 362,700 398,900 435,100 ② 421,600 47,500 55,500
6,100 8,300 10,500 12,700 14,900 14,200 2,800 3,600
2.15% 2.61% 2.98% 3.29% 3.55% 3.49% 6.26% 6.94%

366,700 400,700 434,700 468,700 502,700 536,700 57,200 64,400
373,800 410,000 446,200 482,400 518,600 554,800 60,500 68,500
7,100 9,300 11,500 13,700 15,900 18,100 3,300 4,100
1.94% 2.32% 2.65% 2.92% 3.16% 3.37% 5.77% 6.37%

449,200 483,200 517,200 551,200 585,200 619,200 69,700 76,900
457,300 493,500 529,700 565,900 602,100 638,300 73,500 81,500
8,100 10,300 12,500 14,700 16,900 19,100 3,800 4,600
1.80% 2.13% 2.42% 2.67% 2.89% 3.08% 5.45% 5.98%

655,500 689,500 721,000 747,000 773,000 799,000 101,000 108,200
666,000 702,200 738,400 770,500 797,900 825,300 106,000 114,000
10,500 12,700 17,400 23,500 24,900 26,300 5,000 5,800
1.60% 1.84% 2.41% 3.15% 3.22% 3.29% 4.95% 5.36%

819,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 132,200 139,400
840,800 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 138,500 146,500
21,800 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 6,300 7,100
2.66% 3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 4.77% 5.09%

820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 163,500 170,000
850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 170,000 170,000
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 6,500 0
3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 3.98% 0.00%

820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 170,000 170,000
850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 170,000 170,000
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 0 0
3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 0.00% 0.00%

表の見方 丸数字は法定軽減割合を表します。

国民健康保険料額早見表 【 改正案－現行 】資産割廃止 資産税額0円 繰入医療2,500万円後期500万円

医療分＋後期支援分 介護分(40歳～65歳)

所得金額 給与収入額
被保険者数 被保険者数

430,000 980,000

1人加入 2人加入

0 0

1人加入 2人加入 3人加入 4人加入 5人加入 6人加入

1,000,000 1,550,000

700,000 1,250,000

1,470,000 2,214,000

1,190,000 1,812,000

1,850,000 2,756,000

1,600,000 2,400,000

2,600,000 3,800,000

2,100,000 3,112,000

4,100,000 5,675,000

3,100,000 4,424,000

7,600,000 9,550,000

5,100,000 6,889,000

12,600,000 14,550,000

10,100,000 12,050,000

改正前の額

改正後の額

差額

伸び率

16,600,000 18,550,000
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単位：円 （○内は軽減割合 上段：改正前 下段：改正後）

⑦ 29,400 ⑦ 39,600 ⑦ 49,800 ⑦ 60,000 ⑦ 70,200 ⑦ 80,400 ⑦ 5,600 ⑦ 7,800
⑦ 20,200 ⑦ 31,000 ⑦ 41,900 ⑦ 52,800 ⑦ 63,600 ⑦ 74,500 ⑦ 3,800 ⑦ 6,200

-9,200 -8,600 -7,900 -7,200 -6,600 -5,900 -1,800 -1,600
-31.29% -21.72% -15.86% -12.00% -9.40% -7.34% -32.14% -20.51%

⑦ 29,400 ⑦ 39,600 ⑦ 49,800 ⑦ 60,000 ⑦ 70,200 ⑦ 80,400 ⑦ 5,600 ⑦ 7,800
⑦ 20,200 ⑦ 31,000 ⑦ 41,900 ⑦ 52,800 ⑦ 63,600 ⑦ 74,500 ⑦ 3,800 ⑦ 6,200

-9,200 -8,600 -7,900 -7,200 -6,600 -5,900 -1,800 -1,600
-31.29% -21.72% -15.86% -12.00% -9.40% -7.34% -32.14% -20.51%

⑤ 42,200 ⑤ 59,200 ⑤ 76,200 ⑤ 93,200 ⑤ 110,200 ⑤ 127,200 ⑤ 7,900 ⑤ 11,500
⑤ 33,700 ⑤ 51,800 ⑤ 69,900 ⑤ 88,000 ⑤ 106,100 ⑤ 124,200 ⑤ 6,400 ⑤ 10,400

-8,500 -7,400 -6,300 -5,200 -4,100 -3,000 -1,500 -1,100
-20.14% -12.50% -8.27% -5.58% -3.72% -2.36% -18.99% -9.57%
120,400 ⑤ 105,400 ⑤ 122,400 ⑤ 139,400 ⑤ 156,400 ⑤ 173,400 20,600 ⑤ 18,500
114,100 ⑤ 98,500 ⑤ 116,600 ⑤ 134,700 ⑤ 152,800 ⑤ 170,900 20,000 ⑤ 17,600
-6,300 -6,900 -5,800 -4,700 -3,600 -2,500 -600 -900
-5.23% -6.55% -4.74% -3.37% -2.30% -1.44% -2.91% -4.86%
136,900 ② 151,300 ⑤ 138,900 ⑤ 155,900 ⑤ 172,900 ⑤ 189,900 23,100 ② 26,600
130,800 ② 146,300 ⑤ 133,300 ⑤ 151,400 ⑤ 169,500 ⑤ 187,600 22,600 ② 26,500
-6,100 -5,000 -5,600 -4,500 -3,400 -2,300 -500 -100
-4.46% -3.30% -4.03% -2.89% -1.97% -1.21% -2.16% -0.38%
158,400 ② 172,800 ② 200,000 ⑤ 177,400 ⑤ 194,400 ⑤ 211,400 26,400 ② 29,800
152,500 ② 168,000 ② 197,000 ⑤ 173,100 ⑤ 191,200 ⑤ 209,300 26,000 ② 29,900
-5,900 -4,800 -3,000 -4,300 -3,200 -2,100 -400 100
-3.72% -2.78% -1.50% -2.42% -1.65% -0.99% -1.52% 0.34%
170,700 204,700 ② 212,300 ② 239,500 ⑤ 206,700 ⑤ 223,700 28,200 35,400
165,000 201,200 ② 209,500 ② 238,400 ⑤ 203,700 ⑤ 221,800 28,000 36,000
-5,700 -3,500 -2,800 -1,100 -3,000 -1,900 -200 600
-3.34% -1.71% -1.32% -0.46% -1.45% -0.85% -0.71% 1.69%
191,400 225,400 ② 233,000 ② 260,200 ② 287,400 ⑤ 244,400 31,400 38,600
185,900 222,100 ② 230,400 ② 259,300 ② 288,300 ⑤ 242,700 31,200 39,200
-5,500 -3,300 -2,600 -900 900 -1,700 -200 600
-2.87% -1.46% -1.12% -0.35% 0.31% -0.70% -0.64% 1.55%
212,000 246,000 280,000 ② 280,800 ② 308,000 ② 335,200 34,500 41,700
206,800 243,000 279,200 ② 280,200 ② 309,200 ② 338,100 34,500 42,500
-5,200 -3,000 -800 -600 1,200 2,900 0 800
-2.45% -1.22% -0.29% -0.21% 0.39% 0.87% 0.00% 1.92%
253,200 287,200 321,200 355,200 ② 349,200 ② 376,400 40,700 47,900
248,500 284,700 320,900 357,100 ② 350,900 ② 379,900 41,000 49,000
-4,700 -2,500 -300 1,900 1,700 3,500 300 1,100
-1.86% -0.87% -0.09% 0.53% 0.49% 0.93% 0.74% 2.30%
294,500 328,500 362,500 396,500 430,500 ② 417,700 47,000 54,200
290,300 326,500 362,700 398,900 435,100 ② 421,600 47,500 55,500
-4,200 -2,000 200 2,400 4,600 3,900 500 1,300
-1.43% -0.61% 0.06% 0.61% 1.07% 0.93% 1.06% 2.40%
377,000 411,000 445,000 479,000 513,000 547,000 59,500 66,700
373,800 410,000 446,200 482,400 518,600 554,800 60,500 68,500
-3,200 -1,000 1,200 3,400 5,600 7,800 1,000 1,800
-0.85% -0.24% 0.27% 0.71% 1.09% 1.43% 1.68% 2.70%
459,500 493,500 527,500 561,500 595,500 629,500 72,000 79,200
457,300 493,500 529,700 565,900 602,100 638,300 73,500 81,500
-2,200 0 2,200 4,400 6,600 8,800 1,500 2,300
-0.48% 0.00% 0.42% 0.78% 1.11% 1.40% 2.08% 2.90%
665,700 699,700 728,500 754,500 780,500 806,500 103,200 110,400
666,000 702,200 738,400 770,500 797,900 825,300 106,000 114,000

300 2,500 9,900 16,000 17,400 18,800 2,800 3,600
0.05% 0.36% 1.36% 2.12% 2.23% 2.33% 2.71% 3.26%

820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 134,500 141,700
840,800 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 138,500 146,500
20,800 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 4,000 4,800
2.54% 3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 2.97% 3.39%

820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 165,700 170,000
850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 170,000 170,000
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 4,300 0
3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 2.60% 0.00%

820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 170,000 170,000
850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 170,000 170,000
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 0 0
3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 0.00% 0.00%

表の見方 丸数字は法定軽減割合を表します。

国民健康保険料額早見表 【 改正案－現行 】資産割廃止 資産税額5万円 繰入医療2,500万円後期500万円

医療分＋後期支援分 介護分(40歳～65歳)

所得金額 給与収入額
被保険者数 被保険者数

430,000 980,000

1人加入 2人加入

0 0

1人加入 2人加入 3人加入 4人加入 5人加入 6人加入

1,000,000 1,550,000

700,000 1,250,000

1,470,000 2,214,000

1,190,000 1,812,000

1,850,000 2,756,000

1,600,000 2,400,000

2,600,000 3,800,000

2,100,000 3,112,000

4,100,000 5,675,000

3,100,000 4,424,000

7,600,000 9,550,000

5,100,000 6,889,000

12,600,000 14,550,000

10,100,000 12,050,000

改正前の額

改正後の額

差額

伸び率

16,600,000 18,550,000
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単位：円 （○内は軽減割合 上段：改正前 下段：改正後）

⑦ 39,700 ⑦ 49,900 ⑦ 60,100 ⑦ 70,300 ⑦ 80,500 ⑦ 90,700 ⑦ 7,900 ⑦ 10,000
⑦ 20,200 ⑦ 31,000 ⑦ 41,900 ⑦ 52,800 ⑦ 63,600 ⑦ 74,500 ⑦ 3,800 ⑦ 6,200

-19,500 -18,900 -18,200 -17,500 -16,900 -16,200 -4,100 -3,800
-49.12% -37.88% -30.28% -24.89% -20.99% -17.86% -51.90% -38.00%

⑦ 39,700 ⑦ 49,900 ⑦ 60,100 ⑦ 70,300 ⑦ 80,500 ⑦ 90,700 ⑦ 7,900 ⑦ 10,000
⑦ 20,200 ⑦ 31,000 ⑦ 41,900 ⑦ 52,800 ⑦ 63,600 ⑦ 74,500 ⑦ 3,800 ⑦ 6,200

-19,500 -18,900 -18,200 -17,500 -16,900 -16,200 -4,100 -3,800
-49.12% -37.88% -30.28% -24.89% -20.99% -17.86% -51.90% -38.00%

⑤ 52,500 ⑤ 69,500 ⑤ 86,500 ⑤ 103,500 ⑤ 120,500 ⑤ 137,500 ⑤ 10,200 ⑤ 13,800
⑤ 33,700 ⑤ 51,800 ⑤ 69,900 ⑤ 88,000 ⑤ 106,100 ⑤ 124,200 ⑤ 6,400 ⑤ 10,400

-18,800 -17,700 -16,600 -15,500 -14,400 -13,300 -3,800 -3,400
-35.81% -25.47% -19.19% -14.98% -11.95% -9.67% -37.25% -24.64%
130,700 ⑤ 115,700 ⑤ 132,700 ⑤ 149,700 ⑤ 166,700 ⑤ 183,700 22,900 ⑤ 20,800
114,100 ⑤ 98,500 ⑤ 116,600 ⑤ 134,700 ⑤ 152,800 ⑤ 170,900 20,000 ⑤ 17,600
-16,600 -17,200 -16,100 -15,000 -13,900 -12,800 -2,900 -3,200
-12.70% -14.87% -12.13% -10.02% -8.34% -6.97% -12.66% -15.38%
147,200 ② 161,600 ⑤ 149,200 ⑤ 166,200 ⑤ 183,200 ⑤ 200,200 61,500 ② 64,900
130,800 ② 146,300 ⑤ 133,300 ⑤ 151,400 ⑤ 169,500 ⑤ 187,600 59,100 ② 63,000
-16,400 -15,300 -15,900 -14,800 -13,700 -12,600 -2,400 -1,900
-11.14% -9.47% -10.66% -8.90% -7.48% -6.29% -3.90% -2.93%
168,600 ② 183,000 ② 210,200 ⑤ 187,600 ⑤ 204,600 ⑤ 221,600 28,600 ② 32,100
152,500 ② 168,000 ② 197,000 ⑤ 173,100 ⑤ 191,200 ⑤ 209,300 26,000 ② 29,900
-16,100 -15,000 -13,200 -14,500 -13,400 -12,300 -2,600 -2,200
-9.55% -8.20% -6.28% -7.73% -6.55% -5.55% -9.09% -6.85%
181,000 215,000 ② 222,600 ② 249,800 ⑤ 217,000 ⑤ 234,000 30,500 37,700
165,000 201,200 ② 209,500 ② 238,400 ⑤ 203,700 ⑤ 221,800 28,000 36,000
-16,000 -13,800 -13,100 -11,400 -13,300 -12,200 -2,500 -1,700
-8.84% -6.42% -5.88% -4.56% -6.13% -5.21% -8.20% -4.51%
201,600 235,600 ② 243,200 ② 270,400 ② 297,600 ⑤ 254,600 33,600 40,800
185,900 222,100 ② 230,400 ② 259,300 ② 288,300 ⑤ 242,700 31,200 39,200
-15,700 -13,500 -12,800 -11,100 -9,300 -11,900 -2,400 -1,600
-7.79% -5.73% -5.26% -4.11% -3.13% -4.67% -7.14% -3.92%
222,200 256,200 290,200 ② 291,000 ② 318,200 ② 345,400 36,700 43,900
206,800 243,000 279,200 ② 280,200 ② 309,200 ② 338,100 34,500 42,500
-15,400 -13,200 -11,000 -10,800 -9,000 -7,300 -2,200 -1,400
-6.93% -5.15% -3.79% -3.71% -2.83% -2.11% -5.99% -3.19%
263,500 297,500 331,500 365,500 ② 359,500 ② 386,700 43,000 50,200
248,500 284,700 320,900 357,100 ② 350,900 ② 379,900 41,000 49,000
-15,000 -12,800 -10,600 -8,400 -8,600 -6,800 -2,000 -1,200
-5.69% -4.30% -3.20% -2.30% -2.39% -1.76% -4.65% -2.39%
304,700 338,700 372,700 406,700 440,700 ② 427,900 49,200 56,400
290,300 326,500 362,700 398,900 435,100 ② 421,600 47,500 55,500
-14,400 -12,200 -10,000 -7,800 -5,600 -6,300 -1,700 -900
-4.73% -3.60% -2.68% -1.92% -1.27% -1.47% -3.46% -1.60%
387,200 421,200 455,200 489,200 523,200 557,200 61,700 68,900
373,800 410,000 446,200 482,400 518,600 554,800 60,500 68,500
-13,400 -11,200 -9,000 -6,800 -4,600 -2,400 -1,200 -400
-3.46% -2.66% -1.98% -1.39% -0.88% -0.43% -1.94% -0.58%
469,700 503,700 537,700 571,700 605,700 639,700 74,200 81,400
457,300 493,500 529,700 565,900 602,100 638,300 73,500 81,500
-12,400 -10,200 -8,000 -5,800 -3,600 -1,400 -700 100
-2.64% -2.03% -1.49% -1.01% -0.59% -0.22% -0.94% 0.12%
676,000 710,000 736,000 762,000 788,000 814,000 105,500 112,700
666,000 702,200 738,400 770,500 797,900 825,300 106,000 114,000
-10,000 -7,800 2,400 8,500 9,900 11,300 500 1,300
-1.48% -1.10% 0.33% 1.12% 1.26% 1.39% 0.47% 1.15%
820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 136,700 143,900
840,800 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 138,500 146,500
20,800 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1,800 2,600
2.54% 3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 1.32% 1.81%

820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 168,000 170,000
850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 170,000 170,000
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 2,000 0
3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 1.19% 0.00%

820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 170,000 170,000
850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 170,000 170,000
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 0 0
3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 0.00% 0.00%

表の見方 丸数字は法定軽減割合を表します。

国民健康保険料額早見表 【 改正案－現行 】資産割廃止 資産税額10万円 繰入医療2,500万円後期500万円

医療分＋後期支援分 介護分(40歳～65歳)

所得金額 給与収入額
被保険者数 被保険者数

430,000 980,000

1人加入 2人加入

0 0

1人加入 2人加入 3人加入 4人加入 5人加入 6人加入

1,000,000 1,550,000

700,000 1,250,000

1,470,000 2,214,000

1,190,000 1,812,000

1,850,000 2,756,000

1,600,000 2,400,000

2,600,000 3,800,000

2,100,000 3,112,000

4,100,000 5,675,000

3,100,000 4,424,000

7,600,000 9,550,000

5,100,000 6,889,000

12,600,000 14,550,000

10,100,000 12,050,000

改正前の額

改正後の額

差額

伸び率

16,600,000 18,550,000
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斜里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一

部改正について

１ 条例改正の理由

特定教育・保育施設の「多子世帯」に係る利用者負担軽減制度について、子ども・子育

て支援法施行令の一部が改正されたことに伴い条例の一部を改正する。

２ 改正条例

斜里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例（平成 27

年条例第 11 号）

３ 条例改正の主な内容

低所得世帯である特定被監護者等の多子軽減措置について、平成28年度改正により子

どもの人数算定に係る年齢制限を撤廃したが、現行規定では負担額算定基準子どもに当

たらない未就園児や認可外保育施設等に在籍している子どもについては多子の算定外と

されていることから、負担額算定基準子どもに係る要件を撤廃し算定対象となる子ども

の範囲を拡大する。

【改正内容】

低所得世帯（年収約360万円未満相当世帯）の特定被監護者等に係る多子算定の考え方

児童の状況
多子の算定方法

改正前 改正後

中学生 第1子 第1子

未就園児童又は認可外施設利用児童

※「負担額算定基準子ども」ではない。
― 第2子

認可保育所利用児童 第2子 第3子

認可保育所利用児童 第3子 第4子

○ 「特定被監護者等」とは

①支給認定保護者が現に監護し生計を一にしている者（未成年）

②支給認定保護者に監護されていた者で生計を一にしている者（①が成年に達した場合）

③支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属で生計を一にしている者（①・②を除く）

（成年に達した後に、支給認定保護者と生計を一にする直系卑属となった者）

〇「負担額算定基準子ども」とは

認定こども園、認可保育所、地域型保育等、子ども・子育て支援法施行令で定める施

設又は事業を利用している子ども

４ 施行年月日

この条例は、公布の日から施行し、令和 4 年 4月 1 日から適用する。

-資料２-
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議案第２０号

斜里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する

条例の一部を改正する条例について

このことについて、下記のとおり改正する。

令和４年６月２２日提出

斜里町長 馬 場 隆

記

斜里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する

条例の一部を改正する条例

斜里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例（平成

２７年条例第１１号）の一部を次のように改正する。

別表備考第６項第１号中「次のア又はイに掲げる」を削り、同号中「満３歳未満保

育認定子ども」の前に「特定被監護者等のうち２番目の年長者である」を加え、同号

中アからイまでを削り、同項第２号中「次のアからウまでに掲げる」を削り、同号中

「満３歳未満保育認定子ども」の前に「特定被監護者等（そのうち最年長者及び２番

目の年長者である者を除く。）である」を加え、同号中アからウまでを削る。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。
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斜里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例新旧対照表

改正前 改正後

別表(第3条関係) 別表(第3条関係)

各月初日の子どもの属する世帯の階層区分 利用者負担月額(単

位：円)

階層

区分

定義 保育標準

時間認定

保育短時間

認定

A 生活保護世帯等 0 0

B A階層を除き、当該年度分(4月から8月

までにあっては前年度分)の市町村民税

非課税世帯

0 0

C1 A階層を除き、当

該年度分(4月か

ら8月までにあっ

ては前年度分)の

市町村民税課税

世帯であって、そ

の所得割の額が

次の区分に該当

するもの

24,300円未満 11,000 10,800

C2 48,600円未満 13,000 12,700

D1 61,000円未満 16,000 15,700

D2 73,000円未満 19,000 18,600

D3 85,000円未満 21,000 20,600

D4 97,000円未満 23,000 22,600

D5 121,000円未満 25,000 24,500

D6 145,000円未満 32,000 31,400

D7 169,000円未満 36,000 35,300

D8 213,000円未満 38,000 37,300

D9 257,000円未満 40,000 39,300

D10 301,000円未満 45,000 44,200

D11 397,000円未満 47,000 46,200

D12 397,000円以上 54,000 53,000

各月初日の子どもの属する世帯の階層区分 利用者負担月額(単

位：円)

階層

区分

定義 保育標準

時間認定

保育短時間

認定

A 生活保護世帯等 0 0

B A階層を除き、当該年度分(4月から8月

までにあっては前年度分)の市町村民税

非課税世帯

0 0

C1 A階層を除き、当

該年度分(4月か

ら8月までにあっ

ては前年度分)の

市町村民税課税

世帯であって、そ

の所得割の額が

次の区分に該当

するもの

24,300円未満 11,000 10,800

C2 48,600円未満 13,000 12,700

D1 61,000円未満 16,000 15,700

D2 73,000円未満 19,000 18,600

D3 85,000円未満 21,000 20,600

D4 97,000円未満 23,000 22,600

D5 121,000円未満 25,000 24,500

D6 145,000円未満 32,000 31,400

D7 169,000円未満 36,000 35,300

D8 213,000円未満 38,000 37,300

D9 257,000円未満 40,000 39,300

D10 301,000円未満 45,000 44,200

D11 397,000円未満 47,000 46,200

D12 397,000円以上 54,000 53,000
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備考 備考

1～4 (省略) 1～4 (省略)

5 同一世帯に負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行

令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第13条第2項に

規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が2人以上

いる場合における次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子ども

(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。次の各号において同

じ。)に関する利用者負担額は、当該各号に定める額とする。

5 同一世帯に負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行

令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第13条第2項に

規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が2人以上

いる場合における次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子ども

(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。次の各号において同

じ。)に関する利用者負担額は、当該各号に定める額とする。

(1) 負担額算定基準子どものうち最年長の子どもから順に2人

目である満3歳未満保育認定子ども 別表に定める利用者負

担額(前項の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)

の2分の1の額

(1) 負担額算定基準子どものうち最年長の子どもから順に2人

目である満3歳未満保育認定子ども 別表に定める利用者負

担額(前項の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)

の2分の1の額

(2) 負担額算定基準子どものうち最年長の子どもから順に3人

目以降の満3歳未満保育認定子ども 0円

(2) 負担額算定基準子どものうち最年長の子どもから順に3人

目以降の満3歳未満保育認定子ども 0円

6 当該教育・保育給付認定保護者に特定被監護者等(令第14条に

規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場

合、次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上

保育認定子どもを含む。次の各号において同じ。)に関する利用

者負担額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保

育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所

得割合算額が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者にあ

っては77,200円未満)であるときは、次の各号に掲げる額とす

る。

6 当該教育・保育給付認定保護者に特定被監護者等(令第14条に

規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場

合、次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上

保育認定子どもを含む。次の各号において同じ。)に関する利用

者負担額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保

育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所

得割合算額が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者にあ

っては77,200円未満)であるときは、次の各号に掲げる額とす

る。

(1) 次のア又はイに掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満

3歳未満保育認定子どもに係る第3条第1項第3号の規定によ

(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保

育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに係る第3条第
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り算定される額の2分の1に相当する額(特定教育・保育給付認

定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもの場合は0円)

1項第3号の規定により算定される額の2分の1に相当する額

(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子

どもの場合は0円)

ア 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1

人のみである場合における負担額算定基準子どものうち最

年長である満3歳未満保育認定子ども

イ 全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合にお

ける負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3

歳未満保育認定子ども

(2) 次のアからウまでに掲げる満3歳未満保育認定子ども 0

円

(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者で

ある者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円

ア 特定被監護者等に小学校就学前子ども以外の者が2人以

上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長で

ある満3歳未満保育認定子ども

イ 特定被監護者等に小学校就学前子ども以外の者がいる場

合における負担額算定基準子どものうち最年長の子どもか

ら順に2人目である満3歳未満保育認定子ども

ウ 負担額算定基準子どものうち最年長の子どもから順に3

人目以降である満3歳未満保育認定子ども

7～9 （省略） 7～9 （省略）

附 則

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
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【住民生活課】

（歳　入） ［単位：千円］

款 項 目 補 正 額

14 国庫支出金 1 国庫負担金 1 民生費負担金 263 ・国民健康保険基盤安定負担金更正 △ 802

・国民健康保険未就学児均等割保険料負担金追加 1,065

2 国庫補助金 1 総務費補助金 2,139 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金追加 2,139

15 道支出金 1 道負担金 1 民生費負担金 △ 653 ・国民健康保険基盤安定負担金更正 △ 1,185

・国民健康保険未就学児均等割保険料負担金追加 532

20 諸収入 4 雑入 4 雑入 573 573

計 2,322

（歳　出） ［単位：千円］

国道支出金 道支出金 そ の 他 一般財源

2 総務費 1 総務管理費 8,639 ・地域公共交通等支援事業助成金追加 2,139 2,139

・令和３年度住民税非課税世帯等に対
　する臨時特別給付金返還金追加 6,500 6,500

3 民生費 1 社会福祉費 8 医療保険費 1,032 ・国民健康保険事業特別会計操出金追加 1,032 263 △ 653 1,422

合計 9,671 2,402 △ 653 7,922

26 新型コロナウ
　 イルス感染症
 　対策事業費

令和４年度一般会計補正予算 説明資料

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

款 項 目 補 正 額 説　　　　　　　　　　　　　　　　明
財　　源　　内　　訳

・保険事業と介護予防の一体的実施委託料追加

資料３
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地域公共交通等支援事業

１．事業の目的

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営状況にある地域公共交通事業者が、コロナ禍による燃油高騰の影響で更なる経営悪化に直面しているこ

とに鑑み、住民の生活交通を支える地域公共交通を維持・確保するため、燃油費の増加相当分について支援する。

町内燃料小売価格（１ℓあたり単価・税込）

区 分 令和 3年 5月…① 令和 4年 5月…② 燃料上昇額（③＝②-①）

ガソリン 145 円 169 円 24 円

軽 油 128 円 156 円 28 円

２．事業内容

町内に本店を有する地域公共交通事業者に対して燃料高騰による燃料費の増加相当分（4月～9月）に対し助成を行う。

※国の「燃料油価格激変緩和対策」期間にあわせて、令和４年４月から～９月までの期間とする。

区 分 助 成 額

知 床 線 46１千円

都 市 間 バ ス 1,066 千円

ハ イ ヤ ー 484 千円

し ゃ り ぐ る 51 千円

網 走 線 77千円

ス ク ー ル バ ス 斜里バス 404千円 斜里ハイヤー 27千円 計 431千円

振 興 バ ス 188 千円

合 計 2,758 千円

３．事業費

歳入：14款 国庫支出金 2項 国庫補助金 1目 総務費補助金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 2,758 千円

歳出：2款 総務費 1項 総務管理費 26目 新型コロナウイルス感染症対策 地域公共交通等支援事業助成金 2,758 千円
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【保健福祉課】

（歳　入） ［単位：千円］

款 項 目 補 正 額

20 諸収入 4 雑入 4 雑入 △ 145 移送サービス利用者負担金更正 △ 145

計 △ 145

（歳　出） ［単位：千円］

国道支出金 道支出金 そ の 他 一般財源

2 総務費 1 総務管理費 26 新型コロナ 1,379 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 1,379 1,379

 ウイルス感染症 令和2年度接種体制確保事業補助金返還金追加 4

 対策事業費 令和3年度（令和2年度繰越）接種体制確保事業補助金返還金追加 1,375

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉管理費 313 福祉団体活動推進事業費 313 313

斜里町社会福祉協議会助成金 313

6 在宅福祉推進 △ 481 高齢者生活支援事業費 △ 481 △ 145 △ 336

　事業費 移送サービス事業委託料更正 △ 481

計 1,211 0 0 △ 145 △ 23

令和４年度　一般会計補正予算説明資料

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

款 項 目 補 正 額 説　　　　　　　　　　　　　　　　明
財　　源　　内　　訳

資料4

- 1 -



－1－

【こども支援課】

（歳 入） ［単位：千円］

款 項 目 補 正 額

1 総務費補助金

2,658 1,233
1,425

2,658

101
101

101

7,914
6,000
1,914

7,914

15 道支出金 2 道補助金 2 民生費補助金

50
50

50

20 諸収入 4 雑入 4 雑入

△ 3,211

△982
△2,229

△ 3,211

計 7,512

・子育てのための施設等利用給付交付金追加
新制度未移行幼稚園分

・子育て世帯生活支援特別給付金事業補助金追加
事業費分
事務費分

・常設保育園給食費更正
・へき地保育所給食費更正

令和4年度一般会計補正予算 説明資料

説 明

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金追加
子育て世帯給食費負担軽減事業
町立保育園分
大谷幼稚園分

・子育てのための施設等利用給付交付金追加
新制度未移行幼稚園分

14 国庫支出金 2 国庫補助金

2 民生費補助金

資料５

－1－
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（歳 出） ［単位：千円］

国道支出金 道支出金 そ の 他 一般財源

・子育て世帯生活支援特別給付金事業 7,914 10,572 24,049

時間外勤務手当追加 169

消耗品費追加 331

印刷製本費追加 103

通信運搬費追加 94

手数料追加 9

システム改修委託料追加 1,208

子育て世帯生活支援特別給付金追加 6,000

・子育て世帯への臨時特別給付金事業 24,049

R3子育て世帯への臨時特別給付金補助金返還金
追加

24,049

・生活者支援事業・子育て世帯給食費負担軽減事業 2,658

常設保育園賄材料費追加 1,233

認定こども園等給食費助成金追加 1,425

△ 982 ・双葉保育園管理運営事業 △ 504 △ 982

賄材料費更正 △ 504

・はまなす保育園管理運営事業 △ 478

賄材料費更正 △ 478

204 ・子育てのための施設等利用事業 204 101 50 53

子育てのための施設等利用給付費負担金追加 204

合計 33,843 101 50 0 △ 929

款 項 目 補 正 額 説 明
財 源 内 訳

2 総務費 1 総務管理費 26 新型コロナ
ウイルス感染症
対策事業費

34,621

3 常設保育園費2 児童福祉費

6 子ども・子育
て支援対策費

3 民生費

－2－
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１．目的

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、食費等の物

価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し生活支援を行う観

点から、令和 3年度に引続き特別給付金を支給する。

２．対象者

（１） 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受

けている者であって、令和 4 年度分の住民税均等割が非課税であ

る者（申請不要）

（２） 上記（１）のほか、対象児童（令和 4 年 3月 31 日時点で 18

歳未満の子（障害児については 20歳未満）)の養育者であって、

次の①・②のいずれかに該当する者（要申請）

※令和 4年 4 月以降令和 5 年 2月末までに生まれる新生児も対象

とする。

①令和 4年度分の住民税均等割が非課税である者

②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和

4 年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあ

ると認められる者（家計急変者）

※ひとり親世帯分については北海道が実施主体

３．給付額

児童 1 人あたり一律 50,000 円

４．スケジュール（予定）

・上記「2(1)の対象者」

令和 4年度分の住民税均等割が非課税である者の判明以降、速や

かに支給（令和 4 年 7月中旬を目途）

・左記「2(2)の対象者」

申請期間：令和 4 年 7月 1 日～令和 5年 3 月 15 日

５．事業費

7,914 千円

【事業費概要】

［歳入］ 単位：千円

科目 補助金名 予算額

国庫補助

金／民生

費補助金

子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金 6,000

子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金 1,914

合 計 7,914

［歳出］ 単位：千円

科目 事業費 備考

手当 169 職員時間外勤務手当

消耗品費 331

印刷製本費 103

通信運搬費 94

手数料 9

委託料 1,208 システム改修費

補助金・交付金 6,000 120 人×50,000 円

合 計 7,914

子育て世帯生活支援特別給付金事業（ひとり親世帯以外分）
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１．事業目的

・ 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、物価高騰による学

校給食等の実施への影響や、やむを得ず給食費の値上げを検討せざ

るを得ない全国的な状況を鑑み、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金（コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分）を活

用し、給食費の負担を軽減することで、子育て世帯への支援を図る。

２．事業内容

・ 物価上昇分（3.9％）の食材料費の増額分及び、園児・児童生徒分の

令和 4 年 9 月から令和 5年 3 月までの給食費を全額減免する。

（1） 全国消費者物価指数（総務省統計局／R4.5.20 公表）

区 分
前年同月比推移（％）

R4 年 2 月 R4 年 3 月 R4 年 4 月

食 料 2.8％ 3.4％ 3.9％

（2） 物価上昇率（3.9％）反映後の給食費

区 分 学 年

1 食当たりの額

R4 単価

（A）

物価上昇（B）

（A）×3.9％

物価上昇反映

額（A）+（B）

小・義務教育

学校（前期）

1～3 年生 254 円 ＋10 円 264 円

4～6 年生 262 円 ＋11 円 273 円

中・義務教育

学校（後期）

1～3 年生

7～9 年生
293 円 ＋12 円 305 円

へき地保育所 全児 254 円 ＋10 円 264 円

（3） 事業費内訳

歳 入 歳 出

14 款・2 項・1 目
新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金

30,945 千円

2 款・1 項・26 目
【生活者支援事業費】
需用費・賄材料費 29,520 千円
・内訳
学校・へき地保育所 28,287 千円
常設保育園 1,233 千円

認定こども園等給食費助成金
1,425 千円

計 30,945 千円

20 款・4 項・4 目
常設保育園給食費(児童分)

△982 千円
へき地保育所給食費(児童分)

△2,229 千円
学校給食費(児童・生徒分)

△24,630 千円

計 △27,841 千円

3 款・2 項・3 目
【双葉保育園管理運営事業費】
需用費・賄材料費 △504 千円
【はまなす保育園管理運営事業費】
需用費・賄材料費 △478 千円

計 △982 千円

10 款・5 項・4 目
【学校給食供給事業費】
需用費・賄材料費 △26,859 千円

歳入合計 3,104 千円 歳出合計 3,104 千円

区 分

1 月当たりの額

R4 単価

（A）

物価上昇

（B）

（A）×3.9％

物価上昇

反映額

（A）+（B）

常設保育園 2 号認定子ども 3,600 円 ＋141 円 3,741 円

大谷幼稚園
1 号認定子ども 3,000 円 ＋117 円 3,117 円

2 号認定子ども 4,500 円 ＋176 円 4,676 円

子育て世帯給食費負担軽減事業
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現行予算額 補正後予算額 比　　　較 現行予算額 補正後予算額 比　　　較

420,647 388,296 △ 32,351 11,134 12,683 1,549

1,266 923 △ 343 626 626 0

132,567 126,293 △ 6,274 1,169 1,169 0

426 342 △ 84 234 234 0

55,229 54,456 △ 773 13,163 14,712 1,549

151 92 △ 59 878,666 858,868 △ 19,798

610,286 570,402 △ 39,884 6,784 6,784 0

1,013,512 992,120 △ 21,392 885,450 865,652 △ 19,798

46,200 47,400 1,200 116,537 114,943 △ 1,594

1,059,712 1,039,520 △ 20,192 300 300 0

1 1 0 200 200 0

1,059,713 1,039,521 △ 20,192 117,037 115,443 △ 1,594

86,357 87,389 1,032 1,002,487 981,095 △ 21,392

1,300 33,100 31,800 8,405 8,405 0

87,657 120,489 32,832 720 720 0

1 1,715 1,714 1,000 1,000 0

893 893 0 10,125 10,125 0

1,758,550 1,733,020 △ 25,530 2,100 2,100 0

1,014,712 993,320 △ 21,392

482,792 475,438 △ 7,354

150,308 148,610 △ 1,698

60,251 59,722 △ 529

693,351 683,770 △ 9,581

1 1 0

1 1 0

22,512 22,512 0

2,806 2,806 0

575 575 0

9,428 9,428 0

1,001 4,895 3,894

10,429 14,323 3,894

1,000 1,000 0

1,758,550 1,733,020 △ 25,530

令和４年度　斜里町国民健康保険事業特別会計６月補正予算（総括表）

現年度介護納付金

その他の収入

道
支
出
金

補
助
金

繰　入　金

普通交付金

特別交付金

小　　計

一般会計

計

歳　　　　入　　　　合　　　　計

繰　　越　　金

予　　備　　費

共同事業拠出金

財政安定化基金拠出金

特定健康診査等事業費

保健事業費

積　　立　　金

基金繰入金

計

財政安定化基金交付金

病院事業会計繰出金

償　　還　　金諸支出金

一般被保険者医療分

計

一般被保険者後期支援金分

事
業
費
納
付
金

歳　　　　出　　　　合　　　　計

出産育児一時金

保
険
料

滞納繰越介護納付金

総
務
費

計

高額療養費

計

徴収事業費

療養給付費

計

葬　祭　費

備　考

運営協議会費

備　考

介護納付金分

計

傷病手当金

高額介護合算療養費

移　送　費

小　　　　　計

（単位：千円）

歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

滞納繰越後期高齢者支援金

歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出

科　　　　　　　　　　目科　　　　　　　　　　目

一般管理費現年度　保険料

滞納繰越保険料

後期高齢者支援金

計

一般分

一
般
分

賦課事業費

保
険
給
付
費

療　養　費

計

審査支払手数料

そ
の
他

小　　　　　計

資料６

– 1 –
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［単位：千円］

款 項 目 補 正 額

1 国民健康保険料 1 国民健康保険料 1 一般被保険者国民 △ 39,884
健康保険料

3 道支出金 1 道補助金 1 保険給付費等交付金 △ 20,192

5 繰入金 1 繰入金 1 繰入金 32,832 ・一般会計繰入金追加

・国民健康保険基金繰入金追加分

6 繰越金 1 繰越金 1 繰越金 1,714 ・前年度繰越金追加

計 △ 25,530

1,714

△ 21,392

1,032

・普通交付金更正

1,200・特別調整交付金追加

31,800

△ 59

・後期高齢者支援分（現年度）更正

・介護納付金分（現年度分）更正

・医療給付費分（滞納繰越）更正

・後期高齢者支援分（滞納繰越）更正

・介護納付金分（滞納繰越）更正

・医療給付費分（現年度）更正

説 明

令和４年度 国民健康保険事業特別会計 補正予算 説明資料（歳入）

△ 32,351

△ 6,274

△ 773

△ 343

△ 84

- 2 -
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［単位：千円］

国道支出金 道支出金 そ の 他 一般財源

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 1,549
・北海道クラウド機器更改に係るシステム

及び基幹系クラウドネットワーク設定委
託料追加

1,081 1,081

3 運営協議会費
・北海道クラウド機器更改に係る庁内ネッ

トワーク整備業務委託料追加 468 468

2 保険給付費 1 療養諸費 1 一般被保険者療養給付費 △ 19,798 ・一般被保険者療養給付費更正 △ 19,798 △ 19,798

2 高額療養費 1 一般被保険者高額療養費 △ 1,594 ・一般被保険者高額療養費更正 △ 1,594 △ 1,594

3 国民健康保険
事業費納付金

1 医療給付費分納付金
1 一般被保険者医療

給付費分納付金
△ 7,354 ・一般被保険者医療給付費分納付金更正 △ 7,354 824 △ 8,178

2 後期高齢者支援金
1 一般被保険者後期高齢者

支援金等分納付金
△ 1,698 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金更正 △ 1,698 263 △ 1,961

3 介護納付金分納付金 1 介護納付金分納付金 △ 529 ・介護納付金分納付金更正 △ 529 113 △ 642

8 諸支出金 2 償還金及び還付加算金 3 償還金 3,894 ・療養給付費負担金等償還金追加 3,894 3,894

計 △ 25,530 0 △ 20,192 0 △ 5,338

補 正 額

令和４年度 国民健康保険事業特別会計 補正予算 説明資料（歳出）

財 源 内 訳
説 明項 目款

- 3 -
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本年度予算額 補正後予算額 比較 備考 本年度予算額 補正後予算額 比較 備考

特 徴 79,904 79,904 0 4,089 4,928 839

普 徴 52,737 52,737 0 319 319 0

滞 繰 分 普 徴 1 1 0
広 域 連 合
納 付 金

184,354 184,354 0

132,642 132,642 0 諸 支 出 金 500 500 0

手 数 料 8 8 0

国庫支出金 0 0 0

500 500 0

0 839 839

7,275 7,275 0

46,553 46,553 0

53,828 53,828 0

繰 越 金 1 1 0

1 1 0

500 500 0

1,780 1,780 0

1 1 0

1 1 0

2,283 2,283 0

189,262 190,101 839 189,262 190,101 839

広域連合
支出金

広 域 連 合 交 付 金
（ 受 診 率 向 上 ）

合　　　　　計 合　　　　　計

延 滞 金

受 託 事 業 収 入

保 険 料 還 付 金

雑 収 入

諸収入

小　　計

滞 納 処 分 費

徴 収 費

小    計

総 務 費

広 域 連 合 納 付 金

総 務 管 理 費

償還金及び還付加算
金

繰入金

小　　計

後期高齢者
医療保険料

現 年 分

一般会計繰入金（事務費）

繰 越 金

一般会計繰入金（基盤安定）

督 促 手 数 料

広 域 連 合 交 付 金
（ 特 別 調 整 交 付 金 ）

国 庫 支 出 金

　(単位：千円）

歳　　　　　入 歳　　　　　出

科　　　　　目 科　　　　　目

令和４年度　後期高齢者医療特別会計　６月補正予算総括表 資料７

– 1 –
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（歳入） ［単位：千円］

款 項 目 補 正 額

3 広域連合支出金 1 広域連合交付金
2 後期高齢者医療特別

調整交付金
839 ・後期高齢者医療特別調整交付金 839

計 839

（歳出） ［単位：千円］

国道支出金 道支出金 そ の 他 一般財源

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 839 ・被保険者証送付用窓開封筒 31 31

・被保険者証更新郵便料（簡易書留） 808 808

計 839 839

説 明

財 源 内 訳
説 明

令和４年度 後期高齢者医療特別会計 補正予算 説明資料

項 目款 補 正 額

- 2 -
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   町  政  報  告  概  要              （令和 4年 6月 14日 定例会議) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 報  告  事  項 概                要 

1 子育て世帯への臨時特別給付金事業について 

〇新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、子ども達を力強く支援しその未来

を拓く観点から子育て世帯への臨時特別給付金事業を実施し、児童 1人につき 10万円を

支給した。 

〇給付状況（令和 4年 5月 31日現在） 

・受付期間：令和 3 年 12 月 20 日～令和 4年 3月 11 日※令和 4年 3 月 31 日までに出生

した児童は 4月 15日まで 

・給付世帯数：803世帯 

・給付児童数：1,422人 

・給付実績額：142,200千円 

-資料８- 
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（ 現在）

総合事業 構成比 前月分 構成比

25 39 (0) 57 (0) 86 (0) 79 (0) 45 (0) 37 (0) 17 (0) 385 (0) 61.7% 391 62.8%

25 36 (0) 56 (0) 66 (0) 55 (0) 23 (0) 17 (0) 9 (0) 287 (0) 46.0% 290 46.5%

3 (0) 1 (0) 20 (0) 24 (0) 22 (0) 20 (0) 8 (0) 94 98 (0) 15.7% 101 16.2%

認知症対応型共同生活介護 0 (0) 0 (0) 9 (0) 10 (0) 8 (0) 6 (0) 3 (0) 36 (0) 5.8% 36 5.8%

特定施設入居者生活介護 1 (0) 5 (0) 7 (0) 4 (0) 0 (0) 17 (0) 2.7% 20 3.2%

小規模多機能サービス 3 (0) 1 (0) 10 (0) 9 (0) 7 (0) 10 (0) 5 (0) 45 (0) 7.2% 45 7.2%

21 (0) 16 (0) 22 (0) 8 (0) 1 (0) 2 (0) 1 (0) 71 (0) 11.4% 66 10.6%

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0.0% 0 0.0%

20 (0) 13 (0) 22 (0) 5 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 62 (0) 9.9% 56 9.0%

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0.0% 0 0.0%

0 (0) 3 (0) 0 (0) 3 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (0) 1.0% 7 1.1%

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0.0% 0 0.0%

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0.0% 0 0.0%

1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 3 (0) 0.5% 3 0.5%

25 60 (0) 73 (0) 108 (0) 87 (0) 46 (0) 39 (0) 18 (0) 456 (0) 73.1% 457 73.4%

0 (0) 1 (0) 10 (0) 13 (0) 3 (0) 27 (0) 4.3% 27 4.3%

2 (0) 1 (0) 11 (0) 22 (0) 21 (0) 57 (0) 9.1% 57 9.1%

3 (0) 11 (0) 10 (0) 7 (0) 6 (0) 37 (0) 5.9% 37 5.9%

1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0.2% 1 0.2%

6 (0) 13 (0) 31 (0) 42 (0) 30 (0) 122 (0) 19.6% 122 19.6%

4 (0) 3 (0) 3 (0) 9 (0) 6 (0) 7 (0) 14 (0) 46 (0) 7.4% 44 7.1%

25 64 (0) 76 (0) 117 (0) 109 (0) 83 (0) 88 (0) 62 (0) 624 (0) 100% 623 100%

4.0%

＊

 ･必要時利用　・・・  常時は在宅サービスは利用していないが、年に数回のショートステイ利用など（住宅改修・福祉用具購入のみ）

 ・経済的理由　・・・　経済的な費用負担が大きいと判断している場合（本人の主観）

介　護　認　定　者　等　の　サ　ー　ビ　ス　利　用　状　況
令 和 4 年 5 月 31 日

区　　　　　　　　　　　　分 要支援1 要支援２ 小計 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 小計 合計

在
 
 
 
 
 

宅
 
 
 
 
 

者

サ ー ビ ス 利 用 者 121 264

在 宅 サ ー ビ ス
利 用 者

117 170

地 域 密 着 型
サ ー ビ ス 利 用 者

4

0 36

0 17

4 41

サービス未利用者 37 34

家 族 介 護 0 0

必 要 時 利 用 33 29

経 済 的 理 由 0 0

サ ー ビ ス 等 調 整 中 3 3

サ ー ビ ス 拒 否 0 0

近隣者・知人・友人・自立支援
サービスなどの支援 0 0

養護老人施設・障害
者施設入所

1 2

計 158 298

施

設

入

所

者

地域密着型老人福祉施設 27

老 人 福 祉 施 設 57

老 人 保 健 施 設 37

1

計 122

13.3% 14.1%

介 護 医 療 院

入 院 者 数 7 39

介 護 認 定 者 等 合 計 165 459

9.9% 73.6% 100.0%介 護 度 別 割 合 10.3% 12.2% 26.4% 18.8% 17.5%

サービス未利用理由  ・家族介護 　・・・  同居又は別世帯であっても、身内からの支援で、今はサービスを必要としない
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